
 

 

３
月
現
在
、
老
人
保
健
で
医
療
を

受
け
る
方
は
？
 

■
75
歳
以
上
の
方
（
昭
和
７
年
９

月
30
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
 

▽
昭
和
７
年
10
月
１
日
以
降
生
ま

れ
の
方
は
、
75
歳
の
誕
生
日
の

翌
月
１
日
か
ら
（
１
日
生
ま
れ

の
方
は
そ
の
月
か
ら
）
老
人
保

健
で
医
療
を
受
け
ま
す
。
 

■
寝
た
き
り
な
ど
一
定
の
障
害
が

あ
る
65
歳
以
上
の
方
も
老
人
保

健
で
医
療
を
受
け
ま
す
。
 

▽
申
請
し
て
町
長
か
ら
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

 平
成
２０ 
年
４
月
か
ら
は
？
 

　
前
記
の
老
人
保
健
対
象
者
の
加

入
保
険
が
国
保
、
社
会
保
険
、
共

済
組
合
な
ど
こ
れ
ま
で
の
医
療
保

険
に
関
係
な
く
、
都
道
府
県
ご
と
 

     

        に
設
置
さ
れ
る
「
後
期
高
齢
者
広

域
連
合
」
の
運
営
す
る
保
険
の
加

入
者
と
な
り
、
新
し
い
保
険
証
が

一
人
に
１
枚
交
付
さ
れ
ま
す
。
 

 負
担
は
ど
う
な
る
？
 

　
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
の

自
己
負
担
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様

に
一
般
の
人
は
１
割
負
担
、
現
役

並
み
所
得
の
あ
る
人
は
３
割
負
担

と
な
り
ま
す
。
 

 保
険
料
は
？
 

　
保
険
料
は
、
広
域
連
合
ご
と
に

決
め
ら
れ
、
原
則
と
し
て
年
金
か

ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で
自
分

で
保
険
料
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た

社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
の
人

も
保
険
料
を
負
担
し
ま
す
。
 

 ３
月
下
旬
に
郵
便
で
新
し
い
保
険

証
が
届
き
ま
す
の
で
、
４
月
以
降

は
間
違
わ
ず
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
 

◎
お
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課
国
保

年
金
係
　
☎
　
２
１
１
１
 

　４月１日　から、役場庁舎への電話の 
かけ方が変わります。 
　これまでは、役場へのお電話は、電話交換手が各担当係におつな
ぎしていました。 
　ダイヤルイン方式を採用することにより、交換手を通さず直接各
担当課へ電話をかけていただくことができるようになります。 
　なお、お問い合わせ先がわからないときは、総務課直通番号（☎
７２－２１１１）をご利用ください。 
　また、神崎ふれあいプラザ内＜教育委員会（☎７２－１６０１）、
保健福祉課（☎７２－１６０３）、地域包括支援センター（☎７２－
１６０７）＞の電話番号は変更ありません。 

総務課 

町民課（税務係） 

町民課（住民係・国保年金係・生活環境係） 

まちづくり課 

議会事務局 

 

　
５
月
22
日
で
任
期
満
了
と
な
る

神
崎
町
長
の
選
挙
を
、
５
月
13
日

　
告
示
、
５
月
18
日
　
投
票
の
日

程
で
執
行
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま

し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。
 

　
神
崎
町
長
選
挙
の
執
行
に
伴
い
、

立
候
補
予
定
者
へ
の
説
明
会
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
 

　
当
日
は
、
立
候
補
届
に
必
要
な

書
類
を
配
布
し
て
、
各
届
出
書
の

記
載
要
領
や
選
挙
ま
で
の
日
程
等

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
 

 ・
日
時
 
４
月
10
日
　
 
午
後
２
時
 

・
場
所
 
役
場
２
階
第
２
会
議
室
 

 ※
選
挙
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

は
神
崎
町
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
。
 

☎
　
２
１
１
１
　
内
線
２
１
１
 


